
消 防 国 第 ２ 号

平成１６年９月１７日

各 都 道 府 県 知 事 殿

消 防 庁 次 長

指定地方公共機関の指定に係る留意事項について

「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関

する法律施行令の一部を改正する政令 （平成16年政令第276号）が平成16年9月17日」

に施行され、改正後の「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国

民の安全の確保に関する法律施行令 （平成15年政令第252号。以下「事態対処法施」

行令」という ）第3条第1号から第39号まで及び同条第40号の規定による内閣総理大。

臣公示（平成16年9月17日公示）により 「武力攻撃事態等における我が国の平和と、

独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 （平成15年法律第79号。以下「事」

態対処法」という ）第2条第6号に規定する指定公共機関が指定され、政府における。

指定公共機関の指定に関する基本的考え方等について、別紙のとおり「指定公共機関

の指定及び指定地方公共機関の指定について（通知 （平成16年9月17日閣副安危第）」

486号内閣官房内閣審議官通知。以下「内閣官房通知」という ）が通知されました。。

、 、「 」また 同日から 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

（平成16年6月18日法律第112号。以下「国民保護法」という ）が施行されました。。

これらを踏まえて、指定地方公共機関の指定に係る留意事項について、別添のとお

り通知します｡

おって、貴都道府県内の市町村及び消防機関等に対しても、周知されるようお願い

します。



（別添）

第一 指定地方公共機関の指定について

１ 指定地方公共機関の対象事業者の選定について

武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並

びに武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため

、 、の措置を的確かつ迅速に実施することができるよう 国民保護法の施行に併せて

別紙中別添1及び別添2に掲げられた機関又は法人が、これらの措置を実施する事

態対処法第2条第6号に規定する指定公共機関（以下「指定公共機関」という ）。

として指定を受けました。

また、別紙のとおり、内閣官房通知が通知されました。

指定地方公共機関は、国民保護法第2条第2項において 「都道府県の区域にお、

いて、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路

公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当

該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの」とされています。

このように、指定地方公共機関の対象事業者は指定公共機関と共通している点

が多いことから、内閣官房通知の基本的な考え方を参考に、各都道府県の地域の

実情等を踏まえて必要な指定地方公共機関を指定していただくようお願いしま

す。

なお、指定地方公共機関に求められる国民の保護のための措置として国民保護

法において規定されているものは､別紙中別添3のとおりですので、これらを踏ま

え、国民の保護のための措置の実施につき必要な措置が講じられることとなるよ

う、地域の実情等を踏まえて指定していただくようお願いします。

２ 指定公共機関と指定地方公共機関の関係について

指定公共機関として指定を受けた機関又は法人を指定地方公共機関として重ね

て指定することについては、内閣官房通知にあるとおり回避されるべきと考えら

れますから、原則として、指定公共機関としての指定を受けた機関又は法人は、

指定地方公共機関として指定すべきではないと考えています｡

３ 事業者団体を指定地方公共機関として指定することについて

いわゆる事業者団体については、指定公共機関としては指定されておりません

が、内閣官房通知にあるとおり、指定地方公共機関として、都道府県知事の判断

により指定することは差し支えないと考えられますので、地域における国民の保

護のための措置が円滑に実施されるよう、必要に応じ、事業者団体の指定地方公

共機関としての指定について検討していただくようお願いします｡



４ 指定地方公共機関の指定の手続等について

（１） 指定の時期

指定地方公共機関については、国民保護法第38条第4項第7号及び第40条第4項

第7号の規定により、都道府県及び市町村の国民保護協議会の委員として指定地

方公共機関の役員又は職員を任命することができることとされています。当該協

議会に役員又は職員を委員として任命することが予定される法人については、都

道府県国民保護協議会の設置に支障が生じることのないよう、指定地方公共機関

の指定準備を進める必要があることに留意していただくようお願いします。

（２） 意見の聴取

指定地方公共機関の指定に当たっては、国民保護法第2条第2項の規定により、

「あらかじめ当該法人の意見を聴く」こととされています。

この意見聴取に当たっては、内閣官房通知に示されている国民保護法の趣旨を

踏まえ、指定地方公共機関に求められる役割等について十分な説明を行い、理解

を得るよう努めていただくようお願いします。

また、その際の意見聴取については、指定地方公共機関が指定を受けることの

重要性を踏まえつつ、地域における各業種の実情等に応じて、各都道府県の知事

が適正と認める手続により行っていただくようお願いします。

（３） 指定の手続

指定地方公共機関を指定する手続についても、法律上その方式に関する定めは

ないことから、指定公共機関の指定が政令及び公示により行われていることや、

各都道府県における災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく指定地方

公共機関の指定手続との均衡を踏まえつつ、各都道府県の知事が適正と認める手

続により行っていただくようお願いします。



（別紙）

閣副安危第 号486
平成 年 月 日16 9 17

各省庁国民保護法制関係局長 殿

内閣官房内閣審議官

（国民保護法制担当）

指定公共機関の指定及び指定地方公共機関の指定について（通知）

「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する

法律施行令の一部を改正する政令 （平成 年政令第 号）が平成 年 月 日に施」 16 276 16 9 17
行され、改正後の「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全

」（ 。 「 」 。）の確保に関する法律施行令 平成 年政令第 号 以下 事態対処法施行令 という15 252
3 1 39 40 16第 条第 号から第 号まで及び同条第 号の規定による内閣総理大臣公示（平成

年 月 日公示）により、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国9 17
15 79 2民の安全の確保に関する法律 平成 年法律第 号 以下 事態対処法 という 第（ 。 「 」 。）

条第 号に規定する指定公共機関が指定された。6
また、同日から 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 （平、 」

成 年 月 日法律第 号。以下「国民保護法」という ）が施行された。16 6 18 112 。

これらを踏まえ、指定公共機関の指定に関する基本的考え方、指定地方公共機関の指定

に関する留意事項等について、別添のとおり通知するので、貴職におかれては、これらの

事項に十分配慮して国民保護法を運用されるとともに、貴職の所管する関係機関等にも、

必要事項を周知されるようお願いする。



１ 指定公共機関の指定について

（１）指定公共機関の指定

武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、並び

に武力攻撃の国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするための措

置を的確かつ迅速に実施することができるよう、この度、国民保護法の施行と合わ

せて これらの措置を実施する事態対処法第２条第６号に規定する指定公共機関 以、 （

下「指定公共機関」という ）として、別添１及び別添２に掲げられた機関又は法人。

が指定を受けたものである。

（２）指定公共機関を指定した際の基本的な考え方

指定公共機関の指定に際して対象事業者を選定する上での基本的な考え方は、次

のとおりである。

① すべての事業に通ずる対象事業者の選定の考え方

国民保護法における指定公共機関制度の趣旨が､武力攻撃事態下において、国や

地方公共団体のみでは実施することが困難な措置を実施する民間事業者をあらかじ

め指定するものであることから､経営状況等からみて国民の保護のための措置を確

実に実施することができると認められる機関又は法人について、次のような事項を

勘案しつつ、その業務の公共性の度合いや災害対策基本法(昭和 年法律第 号)36 223
に基づく指定公共機関の指定の状況を参考としながら、個別の事業者の意見を聞い

て選定したものである。

イ 事態対処法第２条第６項の要件（公共的機関及び公益的事業を営む法人である

こと ）に該当すること。。

ロ 当該機関又は法人の業務が、国民保護法に基づき実施することが想定される国

民の保護のための措置の内容との関連性が保たれていること。

ハ 当該機関又は法人が行う業務の影響が、原則として一の都道府県を超えるよう

な広域にわたること。

ニ 当該機関又は法人が一般の民間事業者である場合には、その行う国民の保護の

ための措置に係る業務の規模が当該業種において相当の規模と認められること。

② 各業種ごとの特性

対象事業者を選定する際に、各業種ごとに着目した特徴的な事項は次のとおりで

ある。

イ 災害研究機関：武力攻撃災害の防除､軽減又は復旧に関する知見

ロ 電気事業者：供給区域の広域性

ハ ガス事業者：供給区域の広域性

ニ 運送事業者：その行う運送の広域性（航路、営業所の配置等）及び輸送事業用

施設（路線、船舶、事業用自動車等）の状況

ホ 電気通信事業者：業務区域の広域性､その設置する電気通信回線設備

ヘ 放送事業者：放送対象地域の広域性､放送の斉一性・速報性の確保



２ 指定地方公共機関の指定について

（１）指定地方公共機関の対象事業者の選定について

指定地方公共機関は、国民保護法第２条第２項において 「都道府県の区域におい、

て、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社そ

の他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意

見を聴いて当該都道府県の知事が指定するもの」とされている。

このように、指定地方公共機関の対象事業者の種類などは指定公共機関とある程度

共通していることから、上記１（２）の指定公共機関を指定した際の基本的な考え方

を参考に、各都道府県の地域の実情等を踏まえて指定されることが想定される。

参考までに、指定地方公共機関に求められる国民の保護のための措置として国民保

護法において規定されているものを列挙すると別添３のとおりである。指定地方公共

機関は、指定を受ける事業者により実施されるべきこれらの措置と、国及び地方公共

団体並びに指定公共機関によりその地域において実施されることが見込まれる措置と

が相まって、その地域における国民の保護のための措置の実施につき万全の措置が講

じられることとなるよう、各都道府県の知事の判断により､地域の実情等を踏まえて

指定されることとなるものと考えられる。

（２）指定公共機関と指定地方公共機関の関係について

都道府県知事又は市町村長が､その管轄する区域内において国民保護法に基づき国

民の保護のための措置の実施に関し必要な要請等を行おうとする場合、その行うこと

ができる要請等は、指定公共機関に対するものと指定地方公共機関に対するものとで

は異ならない。したがって、指定公共機関として指定を受けている機関又は法人を、

指定地方公共機関として重ねて指定する意義は乏しい。

一方、国民保護法上､指定公共機関が重ねて指定地方公共機関として指定された場

合は、そのそれぞれの立場において国民の保護のための業務計画の作成等を行うこと

が法律上は必要となり、当該機関又は法人にとって多大な負担となることが懸念され

る。また、指定地方公共機関として重ねて指定を受けたことにより、国民保護法の運

用上も、当該機関又は法人において情報の混乱や負担をもたらすことも懸念される。

これらのことから、原則として、指定公共機関としての指定を受けた機関又は法人

を指定地方公共機関として重ねて指定することは、回避されるべきと考えられる。

（３）事業者団体を指定地方公共機関として指定することについて

指定公共機関としての指定を受けた機関又は法人には、いわゆる事業者団体は、実

際に国民保護法に基づく国民の保護のための措置を実施する者ではないことから含ま

れていない｡

他方、都道府県においては、指定公共機関の場合と異なり、業種によっては、その

業務につき相当の規模や業務区域をもたない事業者がほとんどである場合や、小規模

経営者や個人事業者にも一定の国民の保護のための措置を求めなければならない場合

なども想定される｡

指定地方公共機関の指定については、都道府県知事の裁量に広く委ねられているこ



とから､上述のような地域の実情に応じて､例えば事業者との連絡等を行う者として､

事業者団体等を指定地方公共機関として指定することもあり得るものと想定される｡

（４） 指定地方公共機関の指定の手続等について

① 指定の時期

指定地方公共機関は、指定を受ける事業者により実施されるべき国民の保護のため

の措置により、各都道府県の作成する国民保護計画において必要と見込まれる国民の

保護のための措置の実施について万全の措置が講じられるか等を考慮して指定される

ものと解される。したがって、指定の時期としても、通常はこうした考慮がなされる

べき時期において行われることが想定される。

他方において、国民保護法第 条第 項及び第 条第 項においては、都道府県38 4 40 4
及び市町村の国民保護協議会の委員として指定地方公共機関の役員又は職員を任命す

ることができることとされている。

これらのことから、当該協議会に委員として任命することが予定される法人につい

て、都道府県の国民保護計画の作成時期等にかかわらず指定地方公共機関に指定する

ことは、差し支えないと考えられる。

② 意見の聴取

指定地方公共機関の指定に当たっては 国民保護法第 条第 項の規定により あ、 、「2 2
らかじめ当該法人の意見を聴く」こととされている。

3 3これは、指定地方公共機関としての指定を受けた法人は、国民保護法第 条第

項の規定に基づき、その業務について国民の保護のための措置を実施する責務を負

うことになることから、指定に当たっても慎重な手続を求めたものである。

したがって、指定に際して法人の意見を聴くに当たっても、指定地方公共機関に

求められる役割等について十分な説明を行い、理解を得るよう努めることが想定さ

れている。

、 、 、また この意見の聴取については 法律上その方式に関する定めはないことから

指定地方公共機関が指定を受けることの重要性を踏まえつつ、地域における各業種

の実情等に応じて、各都道府県の知事が適当と認める方法により行うこととなるも

のと考えられる。

③ 指定の手続

指定地方公共機関を指定する手続についても、法律上その方式に関する定めはな

いことから、指定公共機関の指定が政令及び公示により行われていることや、各都

道府県における災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の指定手続との均衡を踏

まえつつ、各都道府県の知事が適正と認める手続を執ることとなるものと考えられ

る。
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法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

十

独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構

十
一

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所

十
二

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー

十
三

独
立
行
政
法
人
土
木
研
究
所

十
四

独
立
行
政
法
人
農
業
工
学
研
究
所

十
五

独
立
行
政
法
人
農
業
・
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
機
構

十
六

独
立
行
政
法
人
放
射
線
医
学
総
合
研
究
所



十
七

独
立
行
政
法
人
北
海
道
開
発
土
木
研
究
所

十
八

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構

十
九

日
本
銀
行

二
十

日
本
赤
十
字
社

二
十
一

日
本
放
送
協
会

二
十
二

日
本
郵
政
公
社

二
十
三

首
都
高
速
道
路
公
団

二
十
四

日
本
道
路
公
団

二
十
五

阪
神
高
速
道
路
公
団

二
十
六

本
州
四
国
連
絡
橋
公
団

二
十
七

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

二
十
八

中
部
国
際
空
港
株
式
会
社

二
十
九

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社



三
十

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構

三
十
一

日
本
原
子
力
研
究
所

三
十
二

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

三
十
三

四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

三
十
四

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

三
十
五

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

三
十
六

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

三
十
七

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

三
十
八

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

三
十
九

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

四
十

次
に
掲
げ
る
事
業
者
の
う
ち
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
し
て
公
示
す
る
も
の

イ

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
般
電
気
事
業
者
及
び
同

項
第
四
号
に
規
定
す
る
卸
電
気
事
業
者



ロ

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
ガ
ス
事
業
者
で
あ
っ
て
、
供

給
区
域
内
に
お
け
る
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
取
付
数
そ
の
他
の
事
項
か
ら
み
て
、
そ
の
営
む
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般

ガ
ス
事
業
に
よ
る
ガ
ス
の
供
給
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
が
公
共
の
利
益
を
著
し
く
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
（
供
給
区
域
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
者
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
長
距
離
の
旅
客
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
同
法
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
を
営
む
も
の

ニ

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
者
（
こ
れ
ら
の
事
業
者
の
経
営
す
る
同
法
第
三
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
が

一
の
都
府
県
の
区
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
を
除
く
。
）

ホ

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
本
邦
航
空
運
送
事
業
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
経
営
す
る
同
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事
業
が
そ
の
運
航
す
る
航
空
機
の
型
式
そ
の
他
の



事
項
か
ら
み
て
主
と
し
て
長
距
離
の
大
量
輸
送
の
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ヘ

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
鉄
道
事
業
者
で
あ
っ
て

、
そ
の
経
営
す
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
鉄
道
事
業
に
よ
る
円
滑
な
輸
送
が
確
保
さ
れ
な
い
こ
と
が

一
の
都
道
府
県
の
区
域
を
越
え
て
利
用
者
の
利
便
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

ト

内
航
海
運
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
内
航
海
運
業
者
で
あ
っ
て
、

同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
航
運
送
を
す
る
事
業
を
営
む
も
の

チ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
営
す
る
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
が
そ
の
営
業
所
そ
の

他
の
事
業
場
の
数
及
び
配
置
、
事
業
用
自
動
車
の
種
別
及
び
数
そ
の
他
の
事
項
か
ら
み
て
全
国
的
な
規
模
の
貨
物
の
輸

送
需
要
に
応
ず
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

リ

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す

る
電
気
通
信
事
業
者
（
業
務
区
域
が
一
の
都
府
県
の
区
域
内
に
と
ど
ま
る
も
の
を
除
く
。
）

ヌ

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
三
号
の
三
に
規
定
す
る
一
般
放
送
事
業
者
（
そ
の
行
う



放
送
に
係
る
同
法
第
二
条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
放
送
対
象
地
域
が
一
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
と
ど
ま
る

も
の
及
び
同
法
第
五
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
有
料
放
送
を
専
ら
行
う
も
の
を
除
く
。
）

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二

号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
六
年
九
月
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
の
日
が
海
上
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
七
十
一
号
）
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お

け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
第
四
十
号
ト
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
号
ト
中
「
第
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
条
」
と
、
「
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
舶

」
と
あ
る
の
は
「
不
特
定
多
数
の
荷
主
に
係
る
物
品
の
運
送
に
従
事
す
る
船
舶
」
と
、
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
航

運
送
を
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
内
航
運
送
業
」
と
す
る
。



武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

五
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
四
十
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並

び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
指
定
公
共

機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
九
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小
泉
純
一
郎

一

沖
縄
電
力
株
式
会
社

二

関
西
電
力
株
式
会
社

三

九
州
電
力
株
式
会
社

四

四
国
電
力
株
式
会
社

五

中
国
電
力
株
式
会
社

六

中
部
電
力
株
式
会
社

別添２



七

東
京
電
力
株
式
会
社

八

東
北
電
力
株
式
会
社

九

北
陸
電
力
株
式
会
社

十

北
海
道
電
力
株
式
会
社

十
一

電
源
開
発
株
式
会
社

十
二

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社

十
三

大
阪
瓦
斯
株
式
会
社

十
四

西
部
瓦
斯
株
式
会
社

十
五

東
京
瓦
斯
株
式
会
社

十
六

東
邦
瓦
斯
株
式
会
社

十
七

大
島
運
輸
株
式
会
社

十
八

オ
ー
シ
ャ
ン
東
九
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

一
九

株
式
会
社
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
フ
ェ
リ
ー



二
十

株
式
会
社
マ
リ
ン
エ
キ
ス
プ
レ
ス

二
十
一

株
式
会
社
名
門
大
洋
フ
ェ
リ
ー

二
十
二

関
西
汽
船
株
式
会
社

二
十
三

商
船
三
井
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

二
十
四

新
日
本
海
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

二
十
五

太
平
洋
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

二
十
六

阪
九
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

二
十
七

東
日
本
フ
ェ
リ
ー
株
式
会
社

二
十
八

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
九
州
バ
ス
株
式
会
社

二
十
九

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
四
国
バ
ス
株
式
会
社

三
十

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
海
バ
ス
株
式
会
社

三
十
一

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
関
東
株
式
会
社

三
十
二

ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
東
北
株
式
会
社



三
十
三

ジ
ェ
イ
・
ア
ー
ル
北
海
道
バ
ス
株
式
会
社

三
十
四

中
国
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
株
式
会
社

三
十
五

西
日
本
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
株
式
会
社

三
十
六

小
田
急
バ
ス
株
式
会
社

三
十
七

神
奈
川
中
央
交
通
株
式
会
社

三
十
八

近
鉄
バ
ス
株
式
会
社

三
十
九

京
王
電
鉄
バ
ス
株
式
会
社

四
十

京
成
バ
ス
株
式
会
社

四
十
一

京
阪
バ
ス
株
式
会
社

四
十
二

京
浜
急
行
バ
ス
株
式
会
社

四
十
三

国
際
興
業
株
式
会
社

四
十
四

西
武
バ
ス
株
式
会
社

四
十
五

東
急
バ
ス
株
式
会
社



四
十
六

東
都
観
光
バ
ス
株
式
会
社

四
十
七

東
武
バ
ス
セ
ン
ト
ラ
ル
株
式
会
社

四
十
八

南
海
バ
ス
株
式
会
社

四
十
九

日
本
交
通
株
式
会
社

五
十

阪
急
バ
ス
株
式
会
社

五
十
一

三
重
交
通
株
式
会
社

五
十
二

名
阪
近
鉄
バ
ス
株
式
会
社

五
十
三

佐
川
急
便
株
式
会
社

五
十
四

西
濃
運
輸
株
式
会
社

五
十
五

日
本
通
運
株
式
会
社

五
十
六

福
山
通
運
株
式
会
社

五
十
七

ヤ
マ
ト
運
輸
株
式
会
社

五
十
八

エ
ア
ー
ニ
ッ
ポ
ン
株
式
会
社



五
十
九

株
式
会
社
ジ
ャ
ル
エ
ク
ス
プ
レ
ス

六
十

株
式
会
社
日
本
航
空
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

六
十
一

株
式
会
社
日
本
航
空
ジ
ャ
パ
ン

六
十
二

ス
カ
イ
ネ
ッ
ト
ア
ジ
ア
航
空
株
式
会
社

六
十
三

ス
カ
イ
マ
ー
ク
エ
ア
ラ
イ
ン
ズ
株
式
会
社

六
十
四

全
日
本
空
輸
株
式
会
社

六
十
五

日
本
ト
ラ
ン
ス
オ
ー
シ
ャ
ン
航
空
株
式
会
社

六
十
六

北
海
道
国
際
航
空
株
式
会
社

六
十
七

東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

六
十
八

西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

六
十
九

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

七
十

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社

七
十
一

近
畿
日
本
鉄
道
株
式
会
社



七
十
二

京
王
電
鉄
株
式
会
社

七
十
三

京
成
電
鉄
株
式
会
社

七
十
四

京
阪
電
気
鉄
道
株
式
会
社

七
十
五

京
浜
急
行
電
鉄
株
式
会
社

七
十
六

相
模
鉄
道
株
式
会
社

七
十
七

西
武
鉄
道
株
式
会
社

七
十
八

東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社

七
十
九

東
武
鉄
道
株
式
会
社

八
十

名
古
屋
鉄
道
株
式
会
社

八
十
一

南
海
電
気
鉄
道
株
式
会
社

八
十
二

西
日
本
鉄
道
株
式
会
社

八
十
三

阪
急
電
鉄
株
式
会
社

八
十
四

阪
神
電
気
鉄
道
株
式
会
社



八
十
五

井
本
商
運
株
式
会
社

八
十
六

川
崎
近
海
汽
船
株
式
会
社

八
十
七

近
海
郵
船
物
流
株
式
会
社

八
十
八

栗
林
商
船
株
式
会
社

八
十
九

琉
球
海
運
株
式
会
社

九
十

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

九
十
一

Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社

九
十
二

日
本
テ
レ
コ
ム
株
式
会
社

九
十
三

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ

九
十
四

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
関
西

九
十
五

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
九
州

九
十
六

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
四
国

九
十
七

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
中
国



九
十
八

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
東
海

九
十
九

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
東
北

百

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
北
陸

百
一

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ド
コ
モ
北
海
道

百
二

ボ
ー
ダ
フ
ォ
ン
株
式
会
社

百
三

朝
日
放
送
株
式
会
社

百
四

株
式
会
社
テ
レ
ビ
朝
日

百
五

株
式
会
社
テ
レ
ビ
東
京

百
六

株
式
会
社
東
京
放
送

百
七

株
式
会
社
フ
ジ
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン

百
八

株
式
会
社
毎
日
放
送

百
九

関
西
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

百
十

中
京
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社



百
十
一

中
部
日
本
放
送
株
式
会
社

百
十
二

東
海
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

百
十
三

名
古
屋
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

百
十
四

日
本
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社

百
十
五

讀
賣
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社

百
十
六

大
阪
放
送
株
式
会
社

百
十
七

株
式
会
社
テ
ィ
・
ビ
ー
・
エ
ス
・
ラ
ジ
オ
・
ア
ン
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

百
十
八

株
式
会
社
日
経
ラ
ジ
オ
社

百
十
九

株
式
会
社
ニ
ッ
ポ
ン
放
送

百
二
十

株
式
会
社
文
化
放
送

百
二
十
一

東
海
ラ
ジ
オ
放
送
株
式
会
社



別添３

指定地方公共機関に求められる国民の保護のための措置

１ 放送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、警報又は警報の解除の通知

及び避難の指示及び避難の指示の解除の通知を受けたとき並びに緊急通報の通知を受け

、 、 、たときは それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより 速やかに

50 2 51 57 101その内容を放送しなければならないこと （第 条第 項、第 条、第 条、第。

条）

２ 運送事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、都道府県知事又は市町村長

から避難住民の運送の求めがあったとき及び避難住民等の救援に必要な物資及び資材そ

の他国民の保護のための措置の実施に当たって必要な物資及び資材の運送の求めがあっ

たときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないこと。

また、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、旅客及び貨物の運送を確保するため必要な措置を講じなければならない

こと （第 条第 項、第 条第 項、第 条第 項）。 71 2 79 2 135 1

３ 電気通信事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、それぞれその国民の保

護に関する業務計画で定めるところにより、避難施設における避難住民等のための電話

その他の通信設備の臨時の設置について、都道府県知事が行う救援に対して必要な協力

をするよう努めなければならないこと。

また、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定める

ところにより、通信を確保し、及び国民の保護のための措置の実施に必要な通信を優先

。（ 、 ）的に取り扱うため必要な措置を講じなければならないこと 第 条 第 条第 項78 135 2

４ 電気事業者及びガス事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事

態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、電気

及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講じなければならないこと 第。（

条第 項）134 1

５ 水道事業者、水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である地方公共団体及び指定

地方公共機関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する計画又は

国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、水を安定的かつ適切に供給するた

め必要な措置を講じなければならないこと （第 条第 項）。 134 2

６ 日本郵政公社並びに一般信書便事業者である指定公共機関及び指定地方公共機関は、

武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところに

135より 郵便及び信書便を確保するため必要な措置を講じなければならないこと 第、 。（

条第 項）3



７ 病院その他の医療機関である指定公共機関及び指定地方公共機関は、武力攻撃事態等

において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めるところにより、医療を確

保するため必要な措置を講じなければならないこと （第 条）。 136

８ 河川管理施設、道路、港湾及び空港の管理者である指定公共機関及び指定地方公共機

関は、武力攻撃事態等において、それぞれその国民の保護に関する業務計画で定めると

、 、 、 。ころにより 河川管理施設 道路 港湾及び空港を適切に管理しなければならないこと

（第 条）137




